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Ⅳ 今後の方針について 

 

１ 地域の状況に応じた交通手段の検討 

【デマンド型交通かわまるの改善】 

デマンド型交通かわまるは、令和２年 12 月に市内全域への導入が完了しました。 

新しい公共交通であるため、デマンド型交通の内容や利用方法など制度の更なる周知

を実施していきます。 

また、継続的な改善を実施していくためには、運 

行データの収集・分析が重要となります。今後は、 

利用者等から寄せられた意見や運行データ等をもと 

に、乗降場の追加など軽易なものについては、随時 

改善を図るとともに、運行方式や運行車両、運行日 

など制度そのものに関わる内容については、川越市 

交通政策審議会をはじめ、地域や公共交通事業者等 

の意見を伺いながら、見直しを検討していきます。              
                          （交通系ＩＣカードの導入） 

 

【川越シャトルとデマンド型交通かわまるの一体的見直し】 

デマンド型交通かわまるは、川越シャトルを補完 

する役割にあり、事業の効率的・効果的な実施には、 

川越シャトルとデマンド型交通かわまるの一体的な 

検討が不可欠となります。 

川越シャトルは、利用状況を踏まえ、おおむね５ 

年ごとに路線・ダイヤ等の見直しを行っていますが、 

今後は両交通の役割を踏まえつつ、川越シャトルと 

デマンド型交通かわまるとの一体的な見直しを段階   （市内循環バス川越シャトル） 

的に進めていきます。                  
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○市内循環バス川越シャトル路線図（平成 30 年４月以降） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇川越シャトルとデマンド型交通かわまるの改善 

 随時改善を実施する項目 
川 越 市 交 通 政 策 審 議 会 等 で 

議論しながら見直しを検討する項目 

川越シャトル 

 バス停の名称変更 

 安全性確保対策が必要なバス停留所

（危険バス停）の移設 

 臨時的な運行ダイヤの変更     

など 

 バス停の新設や廃止に関わること 

 運行日や運行時間に関わること 

 運行ダイヤの方向性に関わること 

 路線の統合や延伸、短縮、廃止等に

関わること           

など 

デマンド型交通

かわまる 

・乗降場の新設や変更、廃止 

・乗降場サインの変更 

など 

 予約方法に関わること 

 運行車両や運行区域の運用に関わる

こと 

 乗降場カテゴリーに関わること 

 運行日や運行時間に関わること   

など 
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２ 自転車シェアリングの事業拡大 

【今後の事業方針に対する基本的な考え】 

自転車シェアリングについては、公共交通を補完する移動手段として利用促進を図る

ため、事業を拡充する方針で進めています。具体的には、中心市街地においては、ステ

ーションを拡充し、ステーション間の密度を高め、観光客の更なる回遊性の向上を図る

こととしています。 

また、地域核である鉄道駅においては、駅周辺にステーションを設置し、長距離移動

にも適した電動アシスト自転車の特徴を生かし、観光客に本市の新たな魅力を発見して

もらうほか、市民生活の足として活用を図っています。 

今後は、走行データやアンケート結果等を参考としながら、観光客や市民の多様な移

動手段として、中心市街地及び地域核である鉄道駅周辺を中心にステーションの設置を

進めるとともに、課題となる利用促進やメンテナンスの充実等を図っていくものとしま

す。 

 

【ステーションの拡充】 

年度報告や利用者アンケートで利用回数や要望が多かったエリアである北部市街地、

川越駅、クレアモール、川越市駅、本川越駅周辺へのステーションの新設・拡大を進め

ていきます。 

さらに、通勤・通学、観光における補完的な交通機関として、川越駅、川越市駅及び

本川越駅の三駅から、利用希望の多い６㎞圏内※１の住宅地や観光スポット、商業施設や

宿泊施設、大学等へのステーション設置を図るとともに、地域核となる駅周辺へのステ

ーション設置を進めていきます。 

また、ステーション用地については、運営事業者や市による調査だけでなく、設置希

望者を募集する手上げ方式を採用し、対象候補地の拡充に努めます。 

 

〇貸出・返却ステーション別利用回数上位５箇所（令和２年度） 

№ 貸出ステーション 回数 返却ステーション 回数 

１ 川越駅Ａ 15,093 川越駅Ａ 14,805 

２ 本川越駅 12,165 市役所 11,243 

３ 川越市駅 10,752 本川越駅 11,104 

４ 市役所 8,730 川越市駅 9,640 

５ まつり会館 5,423 まつり会館 5,567 

 出典：OpenStreet 株式会社 2020 年度報告 

 

 

 

 
※１ 類似市の調査では、シェアサイクルの利用希望は 6 ㎞以内が最も多くなっています。 
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〇ステーションの新設・拡大希望「エリア」及び「施設」上位５箇所（複数回答可） 

№ エリア 割合 施設 割合 

１ 北部市街地周辺 17.6％ 駅・バス停 39.4％ 

２ 川越駅西口周辺 13.1％ コンビニ 34.7％ 

３ クレアモール周辺 12.6％ 観光スポット 33.5％ 

４ 川越駅東口周辺 11.2％ 商業施設 30.7％ 

５ 新河岸駅周辺 10.2％ 公園 20.9％ 

 出典：川越市自転車シェアリング利用者アンケート調査 

 

【利用促進】 

各ステーションの周辺施設・スポット及び 

利用者の分析を行い、潜在的な利用者への効 

果的な周知を図るほか、運営事業者が行う登 

録・利用促進キャンペーンとの連携を図って 

いきます。 

また、事業周知効果が高いステーションに 

ついては、目に入りやすい場所へ設置してい 

くほか、多様なモビリティが利用可能な次世        次世代ステーションのイメージ 

代ステーション＊ についても検討していきま 

す。   

さらに、本市を通る鉄道沿線上の自治体に 

おいて、本市と同一のシステムを用いたシェ 

アサイクルの導入が進んでいることから、沿 

線自治体や鉄道事業者との連携を進めていく 

ものとします。            
本市と同一のシステムを導入している県内自治体の推移 

  

【メンテナンスの充実等】  

運営事業者と連携し、故障車両への対応やステーションの満空状態の解消に努めま

す。また、問合せなどへの対応の改善を図り、利用環境の向上に努めます。 

 

【事業検証等】 

年度報告等により適切に事業をモニタリング＊していくほか、他自治体や庁内関係課

と情報共有を図り、事業の継続にあたり、適切な事業内容や事業費等について検討して

いきます。 
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３ 中心市街地における歩行環境の向上と交通渋滞対策 

【歩行環境の向上】 

 居心地が良く歩きたくなるまちなかを目指し、歩 

道の整備・拡幅や案内板の設置といったハード面の 

整備、観光客のマナー啓発、道路不法占用状態にあ 

る看板の是正など、歩行環境の向上を図っていきま 

す。 

また、歩行者による道路の混雑は、観光客数の増 

加だけではなく、特定のスポットへの集中が要因と 

なっていることから、蔵 in ガルテン川越＊など、地 

域の特性を生かした広域観光を進めることで、観光 

客の場所や時間による分散化に取り組んでいきます。 

 

【交通渋滞対策】 

 自家用車を利用する観光客の増加により、市内のコインパーキング数は観光スポット

の多い北部市街地を中心に増加傾向にあります。中心市街地への自動車の流入を抑制

し、交通渋滞を防ぐため、公共交通や自転車シェアリングの利用促進、郊外型駐車場の

充実を図るとともに、それらを組み合わせたパーク・アンド・ライド＊を推進していきま

す。 

また、中心市街地の更なる交通環境の向上を図るべく、引き続き都市計画道路＊等の整

備や交差点改良を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

平成 28 年
(a) 

令和３年
(b) 

増減 
b-a 

増加率 
(b-a)/a 

箇所数 ６２ ８５ ＋２３ ３７％ 

台数 ６４２ ８９８ ＋２５６ ４０％  
（郊外型無料観光駐車場） 

（北部市街地へのコインパーキングの設置状況） 

 
蔵 in ガルテン川越として整備が予
定されている農業ふれあいセンター 
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【北部市街地の交通対策】 

北部市街地の交通対策については、地元自治会の情 

報連絡員で構成される北部市街地自治会交通対策連絡 

協議会において、地元の声を伺いながら進めています。 

令和元年度には、４つの一方通行案と歩行者天国案 

からなる５つの交通対策案を同協議会に提案し、アン 

ケート調査を実施しました。 

また、令和元年度から令和２年度にかけて、各交通 

対策案を実施した場合の地域交通への影響について検   （交通シミュレーション） 

証するため、交通シミュレーション＊を作成しました。    

今後は、観光客の動向や観光推進の方向性等について注視しながら、観光行政と連携

し、歩行環境の向上と交通渋滞の緩和を推進していきます。また、適切な交通対策を含 

む安全で歩きたくなるまちづくりについて、地元や関係機関等と協議・検討していきま

す。 

 

〇５つの交通対策案 
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一方通行 

東
京
川
越
線 

東
京
川
越
線 

27



 

 

４ 新型コロナ危機を契機とした交通への取組 

【感染防止対策と安全性周知】 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が懸念される中、鉄道事業者、バス事業者、タ

クシー事業者等の公共交通事業者は、各団体が作成する新型コロナウイルス感染症対策

のガイドラインに基づき、利用者が安心して公共交通を利用できるようさまざまな感染

防止対策に取り組んでいます。また、デマンド型交通かわまるにおいても、キャッシュ

レス決済＊を導入し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と利用者の利便性向上

を図っています。 

今後も、公共交通事業者において感染防止対策を徹底していくとともに、本市として

も、こうした取組を広く周知し、感染防止対策等の支援を行っていくことで、公共交通

の利用促進を図っていきます。 

 

〇公共交通事業者による感染防止対策の例 

 

 

 

 

 

 
ガイドライン               鉄道事業者の取組 

 

 

ガイドライン               鉄道事業者の取組 

 

 

 

 

バス事業者の取組              タクシー事業者の取組 
 
 
 
 
 
      バス事業者の取組             タクシー事業者の取組 
 

取材協力：東日本旅客鉄道株式会社大宮支社、練馬タクシー株式会社 

写真提供：西武バス株式会社、東武バスウエスト株式会社、イーグルバス株式会社 
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【ニューノーマルへの対応】 

将来にわたり、一人ひとりの生き生きとした社会生活を確保するためには、地域の貴

重な公共交通を社会全体で支えていくことが重要となります。 

そのようなことから、国の動向を注視しながら、ニューノーマルへの対応を図る必要

があるため、公共交通事業者や産業観光部門と連携し、公共交通の需要喚起に努めてい

きます。 

さらに、利用者が安心して利用できるような環境整備（例：混雑状況のリアルタイム

発信等）を推進するとともに、公共交通だけでなく、自転車シェアリングなど多様な移

動手段の確保にも努めていきます。 

 

〇都市交通（ネットワーク）の今後のあり方と新しい政策の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：国土交通省「新型コロナ危機を契機としたまちづくりの方向性」（論点整理）概要 
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５ 新たな交通課題への対応 

国の「第２次交通政策基本計画」では、６項目の「交通が直面する危機」（18 頁参照）

を受けて、今後の交通政策に対する３つの基本的方針と 10 の目標を設定しています。 

本市においても、これらの目標を実現し、公共交通が直面する課題を解決するため、

既存の取組だけでなく、以下のとおり、先進的な技術や制度、コンセプト並びに新たな

モビリティ等を活用した交通施策について取り組んでいきます。 

 

【脱炭素社会の実現に向けた取組の実施】 

現行の交通戦略では、低炭素社会の実現に向けた取組として、公共交通の利用促進や

環境性能に優れた自動車の普及促進等を実施してきました。今後は、これを脱炭素社会

の実現に向けた取組として引き続き実施していくとともに、自転車シェアリングを推進

し、環境に配慮した交通に関わるまちづくりや新たなモビリティサービス＊について調

査研究していきます。 

 

【新たなモビリティサービス等の調査研究】 

・ＭａａＳの導入 

公共交通の利用促進や運行効率の向上など、質の高いモビリティサービスを実現す

るため、ＩＣＴ＊を活用し、異なる交通機関や他業態等のサービスを繋ぐＭａａＳ＊に

ついて、民間事業者等が導入しやすい環境の整備に努めていきます。 

 

・新型輸送サービス等に関する調査研究 

地域特性に応じた交通の確保、環境負荷の低減、運行効率の向上等を図り、持続可

能な公共交通を実現するため、グリーンスローモビリティ＊やマイクロモビリティ＊、

自動運転やＡＩ＊技術等の進展・普及状況について調査研究していきます。また、自動

車事故を防止し、安全な運転をサポートするため、自動ブレーキ等の交通安全技術の

進展・普及状況についても調査研究していきます。 

 

【交通に関わる新たなまちづくりの調査研究】 

まちづくりと交通が連携し、持続可能な都市の実現を図るため、ＩＣＴ等の技術を活

用し、交通や生活に係るインフラやサービスの効率的なマネジメントを行い、生活の質

の向上と持続的発展を目指すスマートシティ＊等について、調査研究していきます。 
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①地域自らがデザインする 

持続的で、多様かつ質の 

高いモビリティの実現 

②まちづくりと連携した地 

域構造のコンパクト・ 

プラス・ネットワーク化 

の推進 

③交通インフラ等のバリア 

 フリー化、ユニバーサル 

 デザイン化の推進 

④観光やビジネスの交流 

拡大に向けた環境整備 

誰もが、より快適で容易

に移動できる生活に不可

欠な交通の維持 

①人・モノの流動の拡大に 

必要な交通インフラ・ 

サービスの拡充・強化 

②交通分野のデジタル化の 

推進と産業力の強化 

③サプライチェーン全体の 

徹底した最適化等による 

物流機能の確保 

我が国の経済成長を支え
る、高機能で生産性の 
高い交通ネットワーク・ 
システムへの強化 

①災害リスクの高まりや、 

インフラ老朽化に対応し 

た交通基盤の構築 
 

②輸送の安全確保と交通関 

連事業を支える担い手の 

維持・確保 
 
③運輸部門における脱炭素 

化※２等の加速 

災害や疫病、事故など異常 
時にこそ、安全・安心が徹 
底的に確保された持続可能 
でクリーンな交通の実現 

①地域における輸送資源を

総動員した持続可能な地

域交通の検討 

・MaaS の導入 

・新型輸送サービスの調査 

研究 

②「川越市立地適正化計画」の推進 

・ｽﾏｰﾄｼﾃｨ等の調査研究 

・まちなかｳｫｰｶﾌﾞﾙの調査研究 

③交通ｲﾝﾌﾗ等のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化・ 

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ化の推進 

④交通結節機能等の強化 

・新型輸送サービスの調査 

研究（再掲） 

①基幹交通の強化・拡充 
 
②交通関連情報のﾃﾞｰﾀ化･ 

標準化及び活用について 

の調査研究 

・行政手続きや公共交通の 

予約･決済等に係る電子化 

・MaaS の導入（再掲） 

・新型輸送サービスの調査 

研究（再掲） 
 
③新型輸送サービスの調査 

研究（再掲） 

①交通インフラの災害対策 

・「川越市個別施設計画」に基

づくインフラの維持管理 

・ＢＣＰの実施 

②新型コロナウイルス感染 

症対策等の実施及び支援 

・安全な自動車の普及に係 

る調査研究 

・新型輸送サービスの調査 

研究（再掲） 

③次世代自動車の普及促進 

・新型輸送サービスの調査 

研究（再掲） 

交通が直面する６つの危機 

地域における 

モビリティ危機 

サービスの「質」の低迷 

デジタル化、モビリティ 

革命等の停滞 

物流における深刻な 

労働力不足等 

交通に係る安全・ 

安心の課題 

運輸部門での地球温暖化

対策の遅れ 

課題 

目標 

方針 

市の施策例 

※２ 太字箇所については、先進的な技術や制度、コンセプト 
並びに新たなモビリティに関するものです。 
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